
災害に抗して 

 

関西を除き１３都県（東京都、埼玉、千葉、神奈川、群馬、新潟、岐阜、愛知、

三重、香川、長崎、熊本、宮崎の１２県）に「まん延防止等重点措置」を適用。既

に適用中の広島、山口、沖縄３県と合わせて適用地域は計１６都県に拡大――と

の報道が１月２０日に出されました。 

 よくわかりません！どうして関西が共同歩調で除かれるのか？ 北海道は？ 

自治体独自でいいのか？ 日米地位協定の抜本改正問題解決はどうなったの

か？ ――疑問が次々にわきます。特に岸田政権が第６波の直前に「自治体まか

せの自宅療養」を発言したことは間違っています。また「感染力は強いが死亡率

は少ない」ことを理由にしていますが、数がふくれ上がるのなら必ず重症者と死

亡者は増えることになります。 

やはり「自己責任」にしています。そして何回も主張すべきですが、もともと

医療資源が不足している都府県が感染症にもろいのです。２月には再度「新しい

数値」が出されるはずですから、その時は再度作成し直します。 

 

 

 

 

 

 

 



 



「超過死亡」をご存知ですか？ 

 「超過死亡」とは、一般的には『平年の死者数をもとにした予想死者数より

多いこと』を言います。その「超過死亡」をみると、コロナ災害の影響で亡く

なった人の数が、各国政府の公式発表よりも場所によってははるかに多いこと

がうかがえます。 

コロナが直接の死因でありながら公式統計に記録されなかった人に加え、コ

ロナが直接の死因でなくても、医療体制の逼迫（ひっぱく）などで、亡くなっ

た人もいます。 

特に分かりやすいのは「老衰」死です。 

 

 

 

いくら高齢者人口が増え続けているといっても、２０年間で死亡者の割合が

３７９％、数は２０００年の２万１２０７名から２０２０年の１３万２４４０

名の６．３倍にもなるわけがありません。 

 



 

 

また、繰りかえしますが、感染者が多くなると基礎疾病のある高齢者をはじ

め、重症者・死亡者も多くなります。そのデータもあります。 

 そして、若い人も一般病床に入院しなければならない人も危険になります。 

 

 


